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１．特定植物群落

沿岸には、「特定植物群落（環境省選定）」が分布する。海岸
域に生息する種を抽出して現行計画に記載している。

環境省は，東日本大震災の影響調査を実施した。その結果，
「平潟海岸岸壁植生」，「大津港・五浦の海浜植生」，「東海
村の海浜植生」，「村松の自然植生」，「勝田市の海岸植生（
現ひたちなか市）」は、影響が認められなかった。

「殿山のハマギクの南限地」は、震災前に生息地の消失が確
認された。

引き続き、海岸部に生息する重要な植物群落の保全に配慮
していく必要がある。

資料：「第5回自然環境保全基礎調査」（環境省）より作成

p.1
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１．特定植物群落

≪植生学会 震災復興プロジェクトチーム 津波影響調査結果≫

「平潟海岸岸壁の植生」 については，津波は指定群落の直下までは到達したが群
落には到達せず影響は無かった。
「コハマギク南限地」 および「東海村の海岸植生”」についても影響は軽微であった。

調査票の得られていない他の群落についても影響はなかったようである。

出典：「植生情報第18号(2014年3月) 特集：東日本大震災復興プロジェクト報告、津波影響調査の結果について」

（植生学会震災復興プロジェクトチーム(千葉県立中央博物館分館海の博物館 原 正利)）

p.2
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２．東日本大震災前後の海岸植生の状況

震災前 震災後(2012) 震災後(2013)
1 自然植生 1.8 1.1 1.1
2 自然裸地 5.5 5.3 5.3
3 植林 0.7 0.7 0.7
4 二次植生 0.7 1.6 1.8
5 耕作地 2.6 2.1 1.9
6 土地利用 12.7 13.2 12.9
7 その他 1.5 1.5 2

25.5 25.5 25.6

面積集計区分

合計

出典：「平成25年度東北地方太平洋沿岸地域植生・湿地変化状況等調査調査報告書」
（環境省自然環境局生物多様性センター、平成26(2014)年3月）

環境省は，東日本大震災前後の植生分布を調査。 ※震災後は2回
茨城県においては、平成24（2012）年までをみると自然植生と自然裸地がやや減っており、二次植生が
やや増加していたが、平成25（2013）年では平成24（2012）年に比べ、全体的に大きな変化は見られな
かった。

引き続き、海岸部に生息する植生の分布に注視していく必要がある。

※）環境省が、既存の植生図を参考に、衛星画像（茨城県域：2001/4/23～2007/1/11取得）を判読し、震災前の植生判読図を作成。震災後の植生
判読図は2011/3/12～2011/3/27に撮影された空中写真を判読し、現地調査結果を踏まえて作成。
東日本大震災前後の植生の改変状況、震災後の植生図については、別冊参考資料に付した。

p.3

※) 二次植生：二次林、非耕作農地、空地雑草群落など
土地利用：市街地、造成地など
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３．絶滅のおそれのある海岸植物

「茨城における絶滅のおそれのある野生生物 植物
編＝レッドデータブック」（平成9年作成）が平成24
年に改訂された。

引き続き、絶滅のおそれのある海岸域の植物に注
視していく必要がある。

県
北

県
央

鹿
行

県
南

県
西

環
境
の
悪
化

乱
獲
等
採
取

移
入
種
競
合

生
息
地
限
定

分
布
の
限
定

アズマギク キク科 乾いた草原 ● ● ● ● ● ●
オオウメガサソウ イチヤクソウ科 海岸近くのマツ林 ● ● ●
イワレンゲ ベンケイソウ科 海岸の岩上や茅葺き屋根 ● ● ● ●
マツバラン マツバラン科 樹幹や岩隙 ● ● ● ● ●
マルバトウキ セリ科 海岸 ● ● ●
イヨカズラ ガガイモ科 海岸に近い草地 ● ●
ヒトモトススキ カヤツリグサ科 海岸近くの湿り気のある草地 ● ● ●
ノジトラノオ サクラソウ科 やや湿り気のある原野 ● ● ● ●
ヤナギタンポポ キク科 海岸近くの林下 ● ●
オオクグ カヤツリグサ科 海水の出入りする汽水域の湖岸● ● ● ● ● ●
イヌハギ マメ科 海に近い日当たりの良い砂地 ● ● ● ● ● ●
イブキ ヒノキ科 海岸の安定した岩場 ● ●
ウラギク キク科 海岸の湿地 ● ●
シオクグ カヤツリグサ科 海岸の塩水の出入りする泥地 ● ● ● ●
コハマギク キク科 海岸の崖地、砂地 ● ●
ハマギク キク科 海岸の崖 ● ● ●
ハマカキラン ラン科 海岸のクロマツ林下 ● ●
フジナデシコ ナデシコ科 海岸に生える ● ● ● ●
ヒトツボクロ ラン科 アカマツ林のような明るい林下 ● ● ● ● ● ●
ハマホラシノブ ホングウシダ科 海岸の日当たりのよい地上や岩●
センダイハギ マメ科 海岸の砂浜 ●
シバナ ホロムイソウ科 河口や干潟の縁の塩分を含む湿地●

海岸の植物

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

絶滅種

絶滅危惧ＩＡ類

絶滅危惧ＩB類

名称
カテゴリー
(2012)

科 生息環境

県内の生息地域 選定理由

絶滅
本県ではすでに絶滅したと考えられる種。
（栽培下でのみ生育している野生絶滅を含む。）

絶滅危惧Ⅰ類

絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした
圧迫要因が引き続き作用する場合，野生での存続が
困難なもの。

絶滅危惧ⅠＡ類
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて
高いもの。

絶滅危惧ⅠＢ類
絶滅危惧ⅠＡ類程ではないが，近い将来における野生
での絶滅の危険性が高いもの。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらし
た圧迫要因が引き続き作用する場合，近い将来「絶滅
危惧ⅠＢ類」のランクに移行することが確実と考えられ
るもの。

準絶滅危惧

存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さ
いが，生育条件の変化によっては「絶滅危惧」として上
位ランクに移行する要素を有するもの。

情報不足
評価するだけの情報が不足している種。

①注目種
最近県内での生育が確認された種であるが，県内の
分布域がまだ十分に調査されていない種。

②現状不明種
最近の情報がなく，生育状態が不明の種。

≪茨城県レッドリスト（植物編）のカテゴリー定義およびその基本概念≫

p.4
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４．絶滅のおそれのある動物

茨城県内に生息の記録がある動物の中から、県
内ではすでに絶滅したと考えられる種、絶滅の危
機に瀕している（危険が増大している）種、生息
条件の変化によっては絶滅の危険が生じる可能
性がある種（レッドリスト）が、2015年3月に2000年
版からリストが更新された。

引き続き、絶滅のおそれのある海岸域の動物に
注視していく必要がある。

生
息
環
境
の
悪
化

個
体
数
の
減
少

生
息
地
の
局
限

捕
獲
に
よ
る
減
少

移
入
種
と
の
競
合

交
雑
可
能
な
別
種
の
侵
入

哺乳類 スナメリ 準絶滅危惧 ネズミイルカ ● ●
オオヒシクイ カモ ●
コクガン カモ ● ●
クロサギ サギ ● ●
クロツラヘラサギ トキ ● ●
キリアイ シギ ● ●
ヤマセミ カワセミ ● ●
オオセッカ センニュウ ●
トモエガモ カモ ● ●
ヒメウ ウ ●
イカルチドリ チドリ ● ●
シロチドリ チドリ ● ● ●
セイタカシギ セイタカシギ ●
オオハシシギ シギ ● ●
オオソリハシシギ シギ ● ●
アカアシシギ シギ ● ●
ツバメチドリ ツバメチドリ ● ●
コアジサシ カモメ ● ● ●
コジュリン ホオジロ ● ●
ケリ チドリ ● ●
オグロシギ シギ ● ●
ツルシギ シギ ● ●
ハマシギ シギ ● ●

爬虫類 アカウミガメ 絶滅危惧Ⅱ類 ウミガメ ● ●
カワグチツボ ワカウラツボ ● ● ●
サビシラトリ ニッコウガイ ● ● ●
アリアケモドキ ムツハアリアケガニ ● ●
ヨシダカワザンショウ カワザンショウ ● ●
スナガイ サナギガイ ● ●
ヒラドカワザンショウ カワザンショウ ● ●
クリイロカワザンショウ カワザンショウ ● ●
ミズゴマツボ ミズゴマツボ ● ● ●
ハマガニ モクズガニ ● ●
ヤマトオサガニ オサガニ ● ●
コメツキガニ コメツキガニ ● ●
チゴガニ コメツキガニ ● ●
ヒナタムシヤドリカワザンショ カワザンショウ ● ●
モクズガニ モクズガニ ● ●
アカテガニ ベンケイガニ ● ●
フタマタスナウミナナフシ 情報不足注目種 スナウミナナフシ ●
エダヒドラ クラバ ●
ヒヌマヒモムシ リネウス ● ●
チビキスイヒモムシ テトラステマ ● ●
ヒメキスイヒモムシ テトラステマ ● ●
ドロオニスピオ スピオ ●

鳥類

その他無脊椎動物

絶滅危惧ＩB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

絶滅危惧ＩA類

絶滅危惧ＩB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足現状不明種

類

海岸に生息する動物

名称
カテゴリー
（2015）

科

選定理由

絶滅
本県ではすでに絶滅したと考えられる種。
（飼育下でのみ生息している野生絶滅を含む）

絶滅危惧Ⅰ類

絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらし
た圧迫要因が引き続き作用する場合，野生での存続
が困難なもの。

絶滅危惧ⅠＡ類
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極め
て高いもの。

絶滅危惧ⅠＢ類
絶滅危惧ⅠＡ類程ではないが，近い将来における野
生での絶滅の危険性が高いもの。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたら
した圧迫要因が引き続き作用する場合，近い将来
「絶滅危惧ⅠＢ類」のランクに移行することが確実と
考えられるもの。

準絶滅危惧

存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小
さいが，生息条件の変化によっては「絶滅危惧」とし
て上位ランクに移行する要素を有するもの。

情報不足
評価するだけの情報が不足している種。

①注目種
最近県内での生息が確認された種であるが，県内の
分布域がまだ十分に調査されていない種。

②現状不明種
最近の情報がなく，生息状態が不明の種。

≪茨城県レッドリスト（動物編）のカテゴリー定義及びその基本概念≫

p.5
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５．海産無脊椎動物

茨城県自然博物館総合調査報告書 鹿島灘沿岸のヘッドランドおよび茨城県央沿
岸域の海産無脊椎動物 （茨城県自然博物館、2006-2008）

茨城県自然博物館では、北茨城市から神栖市に至る茨城沿岸全域の岩礁、砂浜、ヘッドランド（鹿島灘）に生息
する海産無脊椎動物の調査を行っており、各地で多様な種の分布が確認され、貴重なデータが蓄積されている。

引き続き、浅海域の生物の生息・生育状況に注視していく必要がある。

※ 調査結果の一覧は、別冊参考資料に付した。

p.6
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６．藻場の分布状況

茨城沿岸には、多くの岩礁地帯があり、平潟や川尻など各所
に藻場が分布する。

東日本大震災の前後に藻場の分布状況を環境省が調査し
ている。五浦においては，震災前調査時（平成17年）と同様

にワカメ場、ガラモ場が広く残っているほか、大洗磯浜において
も震災前と同様にアラメ場が広く残っている状況が確認されて
いる。

引き続き、浅海域の生物の生息・生育環境である藻場の分
布に注視していく必要がある。

出典：「第4回自然環境保全基礎調査 茨城県自然環境情報図」(環境庁、1995年)

「平成25年度東北太平洋沿岸地域生態系監視調査報告書」（環境省自然環境局生物多様性センター、平成26(2014)年3月）

■五浦海岸

■大洗 磯浜海岸

p.7
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７．水質状況（公共用水域）

茨城沿岸の海域の水質は、過去10年において調査地点の概ね8～9割の地点で環境基準（COD）を達成している。

引き続き、海岸環境の保全、公衆の適正な利用の基盤となる海域の水質を注視していく必要がある。

 
■海域の水域別水質経年変化（COD）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
平潟漁港 164 平潟漁港 B 3 1.9 2.2 1.9 2.3 2.4 2.1 1.7 2.3 2.1 2.1
大津漁港 165 大津漁港 B 3 2.1 2.4 2.5 3.1 2.3 2.2 2.1 2.4 2.0 1.9
大津漁港南部 166 大津漁港西 B 3 2.4 2.1 3.1 3.2 2.4 2.4 1.9 2.0 1.9 2.3
炭鉱排水口地先 167 塩田川沖 B 3 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 1.9 2.2 1.9 2.0
花貫川河口地先 168 花貫川沖 B 3 2.1 2.3 2.4 2.8 2.2 1.8 1.9 2.0 1.5 1.9
川尻港 169 川尻港 B 3 2.1 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 1.9 2.2 1.7 1.8
常磐地先海域 170 川尻港沖 A 2 2.0 1.9 2.4 2.0 2.2 2.4 1.9 2.2 1.7 1.5
会瀬漁港 171 会瀬漁港 B 3 2.2 2.3 2.2 2.8 2.5 2.5 2.0 2.5 2.1 2.2
泉川河口海域 172 泉川沖 B 3 2.3 2.5 2.8 2.8 2.4 1.7 2.1 2.1 1.5 1.9
久慈漁港 173 久慈漁港 B 3 2.1 2.2 2.5 2.3 2.5 2.4 1.9 3.1 2.1 2.1
日立港 174 日立港 B 3 2.6 2.4 2.7 2.3 2.5 2.6 1.7 2.7 2.0 1.9
県央地先海域 179 大洗沖 A 2 2.3 2.6 2.8 2.4 2.9 2.7 2.3 2.7 2.0 2.6
常陸那珂港 181 中央埠頭沖 B 3 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.1 1.8 2.3 2.2 1.8
磯崎漁港 183 磯崎漁港 B 3 2.0 2.2 2.4 1.9 2.4 2.1 1.9 2.4 2.0 1.9
那珂湊漁港平磯地区 184 那珂湊漁港平磯地区 B 3 2.4 2.6 2.6 2.4 2.4 2.4 2.0 2.8 2.4 2.5
那珂湊漁港 185 那珂湊漁港 B 3 2.2 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.3 4.0 2.2 2.2
大洗港 186 大洗港 B 3 2.2 2.9 2.5 2.3 2.9 2.7 2.2 3.5 2.4 2.5
鹿島港内 188 中央航路 C 8 2.0 2.2 2.2 2.6 2.5 2.5 2.3 2.4 1.9 1.9
港湾北部 190 栗生浜沖(1) B 3 2.0 2.1 2.3 2.5 2.4 2.3 2.1 2.2 2.2 2.1
深芝沖 191 東電沖(1) C 8 2.0 2.4 2.5 2.6 2.4 2.4 1.9 2.4 1.8 1.9
鹿島灘海域 192 東電沖(2) A 2 2.0 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5 1.9 2.3 1.9 2.0
港湾南部 193 知手浜沖 B 3 1.9 2.2 2.4 2.3 2.4 2.2 1.8 2.1 1.6 1.9

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
21.0 20 18 18 19 19 21 16 22 21

達成率（○/22） 95.5% 90.9% 81.8% 81.8% 86.4% 86.4% 95.5% 72.7% 100% 95.5%
（赤字：未達成）

出典：茨城県HP

COD75％値(mg/l)

常磐地先水域

県央地先水域

鹿島灘水域

達成地点数

水系名 類型指定水域 番号 測定地点名 類型 基準mg/l

COD ： 水などの汚れの度合いを示す指標のひとつ。水中の有機物などを酸化剤で酸化するとき
に消費される酸素の量。水1リットル当たりのミリグラム数を測定し、mg/lで表す。値が大き
いほど有機物が多く、汚染が進んでいる。

p.8



資料-2（2）

８．水質状況（海水浴場）

茨城沿岸の海水浴場（18箇所）の水質は、「適」または「可」を
維持している。

引き続き、海岸環境の保全、公衆の適正な利用の基盤となる
海水浴場の水質を注視していく必要がある。

■海水浴場の水質
市町村 海水浴場名 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

北茨城市 磯原二ツ島海水浴場 A A A A AA AA A A B A A A
高萩市 高萩海水浴場 A A A A AA AA A B A B AA AA
日立市 伊師浜海水浴場 A AA AA AA AA AA A AA A AA A AA

川尻海水浴場 A AA A A A A A B AA A A A
会瀬海水浴場 AA A AA AA AA AA AA B AA AA B A
河原子海水浴場 AA A AA AA AA AA AA B AA AA A B
水木海水浴場 AA AA AA AA AA AA AA B AA AA AA A
久慈浜海水浴場 AA A AA AA AA AA AA B B AA AA A

ひたちなか市 阿字ヶ浦海水浴場 A A A A A A A B B AA B A
平磯海水浴場 A A A A AA AA AA B B B B AA
姥の懐マリンプール AA A A B AA AA B B B AA A

大洗町 大洗海水浴場 A A A A A AA A B B B A AA
大洗サンビーチ AA A A B B AA AA B B B B B

鉾田市 大竹海岸鉾田海水浴場 A AA A AA A AA A B B B A AA
鹿嶋市 下津海水浴場 A A A AA AA A A AA AA A AA AA

平井海水浴場 AA AA AA AA AA AA AA AA
神栖市 日川浜海水浴場 AA A A A AA AA A B B AA A B

波崎海水浴場 A A AA A B AA AA B AA AA AA B
旧大洋村 参考　汲上別所釜海水浴場 AA AA
旧大洋村 参考　京知釜海水浴場 AA AA 出典：茨城県HP

p.9
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９．放射能濃度

■海水の放射能濃度測定結果（Bq/リットル）

1回目
（6月）

2回目
（6月）

3回目
（7,8月）

1回目
（4月）

2回目
（5月）

3回目
（6月）

4回目
（6月）

5回目
（7月）

1回目
（4月）

2回目
（5月）

3回目
（6月）

4回目
（6月）

5回目
（７月）

1回目
（4月）

2回目
（5月）

3回目
（5月）

4回目
（6月）

5回目
（7月）

1回目
（4月）

2回目
（5月）

3回目
（5月）

北茨城市 磯原二ツ島海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

高萩市 高萩海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

日立市 伊師浜海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

川尻海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

会瀬海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

河原子海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

水木海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

久慈浜海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ひたちなか市 阿字ヶ浦海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

平磯海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

姥の懐マリンプール 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

大洗町 大洗海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

大洗サンビーチ 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

鉾田市 大竹海岸鉾田海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

鹿嶋市 下津海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

平井海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

神栖市 日川浜海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

波崎海水浴場 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

※検出下限値（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137はいずれも1Bq/リットル、トリチウムは20Bq/リットル）を下回る場合は、不検出と記載。(水道水の基準値は10Bq/リットル。)

出典：茨城県HP

市町 海水浴場名
H23 H24 H25 H26 H27

東日本大震災の発生以降、海水浴場の海水、沖合の海水の放射能濃度の測定を継続している。

測定結果は，全ての海水浴場において不検出（検出下限値以下）であり、健全性が確認されている。

引き続き、海岸環境の保全、公衆の適正な利用の基盤となる海水浴場や沖合の海水の放射能濃度を注視していく

必要がある。

■海水の放射能濃度測定結果（Bq/リットル）
H25
10月 1月 4月 7月 10月

トリチウム トリチウム トリチウム トリチウム トリチウム

日立市 日立市久慈沖（沖合約3キロメートル） 表層 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

東海村沖（沖合約4キロメートル） 表層 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

東海村沖（沖合約8キロメートル） 表層 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ひたちなか市阿字ヶ浦沖（沖合約4キロメートル） 表層 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ひたちなか市那珂湊沖（沖合約3キロメートル） 表層 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

大洗町 大洗町大貫沖（沖合約2キロメートル） 表層 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

※検出下限値（20Bq/リットル）を下回る場合は、不検出と記載。

出典：茨城県HP

H26

ひたちなか市

東海村

市町村 採水海域 採水深

【放射能濃度】
単位：Bq/L（ベクレル毎リットル）1リットル当たり、1秒間に原子が崩

壊する個数。すなわち、放射性物質が放射線を発する能力の強さ
を表す単位。

p.10
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１０．放射線量

東日本大震災の発生以降、海水浴場の砂浜の放射線量の測定を継続している。

測定結果は，沿岸市町村の市街地の値と同程度又はそれ以下となっており、健全性が確認されている。

引き続き、海岸環境の保全、公衆の適正な利用の基盤となる海水浴場の砂浜の放射線量を注視していく必要

がある。

■砂浜の放射線量率測定結果（μSｖ/ｈ）

市町村 市町村 市町村
地表面 50cm 1ｍ 1ｍ 地表面 50cm 1ｍ 1ｍ 地表面 50cm 1ｍ 1ｍ

北茨城市 磯原二ツ島海水浴場 0.05 0.06 0.05 0.09 0.05 0.04 0.04 0.09 0.05 0.05 0.05 0.09
高萩市 高萩海水浴場 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06
日立市 伊師浜海水浴場 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04

川尻海水浴場 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
会瀬海水浴場 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
河原子海水浴場 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
水木海水浴場 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
久慈浜海水浴場 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04

ひたちなか市 阿字ヶ浦海水浴場 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
平磯海水浴場 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
姥の懐マリンプール

大洗町 大洗海水浴場 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
大洗サンビーチ 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

鉾田市 大竹海岸鉾田海水浴場 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08
鹿嶋市 下津海水浴場 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05

平井海水浴場 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05
神栖市 日川浜海水浴場 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05

波崎海水浴場 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04

※砂浜内の5地点を測定した、その平均値。

出典：茨城県HP

市町村 海水浴場名
2回目(5月)1回目(4月) 3回目(6月)

0.05

0.06

0.07

0.04

0.06

0.04 0.04

0.06
(注)海水を利用したプールであり砂浜がない。

0.06

0.05

0.05

・砂浜の放射線量率については県の沿岸の市町村や国
内外の主要都市の放射線量率と同程度又はそれ以下。

H27

砂浜 砂浜

・砂浜の放射線量率については県の沿岸の市町村や国
内外の主要都市の放射線量率と同程度又はそれ以下。

・砂浜の放射線量率については県の沿岸の市町村や国
内外の主要都市の放射線量率と同程度又はそれ以下。

(注)海水を利用したプールであり砂浜がない。

0.06

0.05

0.05

(注)海水を利用したプールであり砂浜がない。

0.05

砂浜

【放射線量】
単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）1kg当たり、1時間に人体が放射線から
受けるエネルギー量（影響係数考慮）。人体への被爆の大きさを表す単位。

p.11
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１１．海岸漂着物

茨城沿岸は、海流（黒潮と親潮）や大河川（
久慈川，那珂川，利根川）の影響を受ける地
理的な特性から、毎年漂着物が押し寄せ、景
観、自然環境産資源、観光など、海岸域の
豊かな資源への影響が懸念されている。

平成23年3月に策定した「茨城県海岸漂着
物対策推進地域計画」に基づき、沿岸及び
流域の国・県・市町村および地域住民・民間
団体等が連携・協力して、海岸漂着物対策
に取り組む必要がある。

県内の海岸漂着物の状況
（2014年）

2014年9月撮影

■茨城県海岸漂着物対策推進地域計画における重点区域

p.12
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１２．景観資源

茨城沿岸には、「日本渚・百選」や「白砂青松百選」など，各
省庁や団体が指定・選定した景観資源が数多く存在する。

引き続き、海岸部の自然景観、地域の誇りとなっている良好な
景観の保全に配慮していく必要がある。

■自然景観資源
　自然景観の基盤(骨格)をなす地形、地質及び自然景観として認識さ
れる自然現象を環境省が指定。

■茨城百景
　茨城県観光審議会の審議を経て決定(昭和25年5月10日茨城県告
示第211号)。

■日本の渚・百選

　“海の日”が国民の祝日として制定されたことを記念して、日本の渚
百選中央委員会が農林水産省、運輸省(当時)、建設省(当時)、環境
庁(当時)などの後援を受けて1996年に選定。

■白砂青松百選

白砂青松の松林の保全と回復を図る目的で、各自治体や営林署な
どから推薦のあった165ヶ所の内、21世紀へと引き継ぎたい地点を選
定。

■快水浴場百選

　人々が水に直接触れることができる個性ある水辺を積極的に評価
し、これらの快適な水浴場を広く普及することを目的として、「美しい」、
「清らか」、「安らげる」、「優しい」、「豊か」という水辺に係る新たな評
価軸に基づき、全国100カ所の水浴場を、「快水浴場百選」として環境
省が選定。また、このうち総合的な評価の高い12カ所の水浴場を特選
として選定。

■残したい日本の音風景百選

　平成8年、環境省（当時環境庁）では、「全国各地で人々が地域のシ
ンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願っている音の聞こえ
る環境（音風景）を広く公募し、音環境を保全する上で特に意義がある
と認められるもの」として「残したい“日本の音風景100選”」を選定。

p.13
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１３．景観形成計画

平潟漁港(北茨城市)

五浦漁港(北茨城市)

高戸小浜(高萩市)

伊師海岸(日立市)

地域住民及び事業者に対する景観形成意識の普及啓発を行い、広域景観形成に向けての環境づくりを目指
す「いばらき広域景観づくり事業 県北海岸・渓谷エリア広域景観形成プラン」が、平成22年3月に策定された。

茨城県を代表する広域景観「県北海岸・渓谷エリア」（北茨城市～日立市）の海岸の眺望景観の保全に配慮
していく必要がある。

p.14
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１４．自然公園等

北茨城市(県境)から日立市（川尻）にかけての海岸が「花園花
貫県立自然公園」に指定されている。
阿字ヶ浦海岸（ひたちなか市）から成田海岸（大洗町）付近にか
けての海岸が「大洗県立自然公園」に指定されている。

さらに、東海村の豊岡、村松、鉾田市の玉沢は、県内の貴重な
植物・動物等が生息生育するすぐれた自然環境を保全する「茨
城県自然環境保全地域」に指定されている。

引き続き、これらの指定区域における優れた風景地の保護とその
利用の増進、自然環境の保全に留意していく必要がある。

※茨城県自然公園等配置図（H24.3）より作成
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